
商店街等が行う申請手続き案内 
 

申請にあたって 

  ここでは、いずれの商店街でもよく行われるであろうと思われる申請手続きについて、一般的な申請先等を記載したものです。申請先である官公署

によって、申請部署や申請方法、様式、許可基準等が異なることがありますので、実際の申請にあたっては、事前に申請先とよく相談されることをお

勧めします。 

   また、こんな事例も掲載してほしいといったご要望があれば、ぜひお教えください。 
 
 

◆商店街で夜店やキャラクターショーなどのイベントを行う場合（商店街内の一般道路を使用して実施する場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ■イベント等で、食品を提供する場合の出店には、営業許可が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ■イベント等で、アドバルーンを揚げる場合、屋外広告物許可申請が必要となります。 
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申請先  
○主たる営業所を所管する保健所 
※縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する場合、原則として食品衛生法で定めている営業許可が必要となります。 

 【臨時出店届】 

http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=153&sin_recid=11067#shinsei  

申請先  
○道路管理者 
・国道（一般国道で政令指定された区間）・・・近畿地方整備局大阪国道事務所の出張所 

・国道（その他の一般国道で政令指定されていない区間）及び都道府県道・・・所管の土木事務所 

・国道（その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間）、都道府県道（大阪市、堺市の区域） 及び政令市の市道・・・・所管政令市の道路管理部署 

・市町村道・・・所管市町村の道路管理部署 

 

◇「道路の占用」とは、道路上や上空に、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。 

（例） ・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等   

 

◇許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。 

○ 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。 

○ 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。 

※道路管理者によって占用許可基準は異なることがあります。 

【申請書等様式】 

http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=371  

申請先  
○道路を使用する場所を管轄する警察署 
• １号許可  道路において工事若しくは作業をしようとする行為  

• ２号許可  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為  

• ３号許可  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為  

• ４号許可  

1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。  

2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。  

3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進（学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。）をする

こと。  

4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。  

5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。  

6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。  

7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。 

8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること 

 
【申請手続き】 

http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/dorokotsu/dorokotsu02_1.html  
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申請先  
○区域を所管する土木事務所又は、政令市（大阪市・堺市）中核市（豊中市・高槻市・東大阪市）及び大阪府から権限委譲

を受けた市町 
（屋外広告物）http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/okugai-koukokubutu.html  
（ 申請先 ）  http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/koukoku-shinsei.html  
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http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=153&sin_recid=11067#shinsei
http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=371
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/dorokotsu/dorokotsu02_1.html
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/okugai-koukokubutu.html
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/koukoku-shinsei.html


【商店街施設設置の場合】 

◆アーケードを整備する場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【アーケード連絡協議会が設置されている場合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係機関への手続き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆アーケードの修繕について 
【設置申請書の提出を必要としない場合】 
適法に設置されたアーケードで大規模の修繕に至らない修繕等は、設置申請書の提出を要しません。その工事に着手するまでに、その旨協議会あてに届出を

行い、かつ、所轄警察署長の道路使用許可及び市の道路占用許可を受ける必要があります。 
なお、アーケードに設置されている連結送水管、警報装置、登はん設備、消火足場等の改修、又は変更をする場合にあっては、その工事に着手する以前に所

轄消防署長の指導を受けなければなりません。 

手続内容 手続者 
道路使用許可申請 申請者 
道路占用許可申請 同 上 
道路内の建築許可申請 同 上 
建築又は工作物確認申請 同 上 
完了検査申請書 同 上 
都市計画道路内の建築許可申請 同 上 
道路工事等届出書 同 上 
連結送水管の設計届 工事者 
防火対象物使用開始届 申請者 
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大阪府警察本部 
○ 交通部交通規制課道路使用係 
○ 所轄警察署交通課 

市等の建設部局 
（道路管理関係課） 

市等の住宅部局 
（建築指導関係課） 

市等の消防局 
○ 予防設備や保安設備の関係課 
○ 所轄消防署予防担当 

設置申請書

を定例会議

の７日前ま

でに提出 

ア
ー
ケ
ー
ド
連
絡
協
議
会
（
ア
ー
ケ
ー
ド
設
置
承
認
） 

事
業
実
施
団
体
（
商
店
街
等
） 

結果

通知 

事
業
実
施
団
体
（
商
店
街
等
） 

工事 

定例会議開催予定７日前

までに検査申し出 
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手続内容 手続者 
道路使用許可申請 申請者 
道路占用許可申請 同 上 
道路内の建築許可申請 同 上 
建築又は工作物確認申請 同 上 
完了検査申請書 同 上 
都市計画道路内の建築許可申請 同 上 
道路工事等届出書 同 上 
連結送水管の設計届 工事者 
防火対象物使用開始届 申請者 
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◆アーケードを撤去する場合の相談・協議先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）アーケードの設置に関して行政の補助制度を活用している場合で、財産の処分制限期間内に処分するときは、残存期間に応じて補助金の返還が必要な

場合があります。 
 
 

◆カラー舗装整備を実施する場合 
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道路使用許可申請 

道路占用（変更）許可申請 

道路工事・露店開設等届出書 

除却届 
リサイクル届 
道路上の建築許可関係 

アーケード撤去に関する相

談・申請等（国や補助制度の

ある市町村） 
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申請先 
○道路を使用する場所を管轄する警察署 
• １号許可  道路において工事若しくは作業をしようとする行為  

• ２号許可  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為  

• ３号許可  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為  

• ４号許可  

1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。  

2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。  

3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進（学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭に

よる場合を除く。）をすること。  

4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。  

5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。  

6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。  

7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。 

8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること 
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申請先 
○道路管理者 
・国道（一般国道で政令指定された区間）・・・近畿地方整備局大阪国道事務所の出張所 

・国道（その他の一般国道で政令指定されていない区間）及び都道府県道・・・所管の土木事務所 

・国道（その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間）、都道府県道（大阪市、堺市の区域） 及び政令市の市道・・・・所管政令市の道路管

理部署 

・市町村道・・・所管市町村の道路管理部署 

 

◇（道路管理者以外の者の行う工事） 
第 24条 道路管理者以外の者は、第 12条、第 13条第３項、第 17条第４項又は第 19条から第 22条までの規定による場合のほか、道路に関する

工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令

で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 
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◆商店街に防犯カメラを設置する場合 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）防犯カメラを廃止しようとするときは、廃止届けが必要です。 

設置基準届の内容に変更がある場合は変更届が必要です。 
行政の補助制度を活用している場合で、財産の処分制限期間内に処分するときは、残存期間に応じて補助金の返還が必要な場合があります。 

 

◆防犯灯や LED電灯を新設する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ ここでは一般的な流れを図式化し、提出書類も一例として記載しているものですので、実際の手続きや提出書類と異なる場合があります。 

つきましては、申請に当たっては、申請書をご確認いただき、不明な点は申請先に問い合わせた上で、申請されることをお勧めします。 

事
業
実
施
団
体
（
商
店
街
等
） 

道

路

使

用

許

可 
 

道

路

占

用

許

可 

申請先 
○道路を使用する場所を管轄する警察署 
• １号許可  道路において工事若しくは作業をしようとする行為  

• ２号許可  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為  

• ３号許可  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為  

• ４号許可  

1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。  

2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。  

3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進（学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭に

よる場合を除く。）をすること。  

4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。  

5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。  

6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。  

7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。 

8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること 

申請先 
○道路管理者 
・国道（一般国道で政令指定された区間）・・・近畿地方整備局大阪国道事務所の出張所 

・国道（その他の一般国道で政令指定されていない区間）及び都道府県道・・・所管の土木事務所 

・国道（その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間）、都道府県道（大阪市、堺市の区域） 及び政令市の市道・・・・所管政令市の道路管

理部署 

・市町村道・・・所管市町村の道路管理部署 

 

◇「道路の占用」とは、道路上や上空に、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをといいます。 

（例） ・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等   

 

◇許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。 

○占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。 

 ○占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。 

※ 道路管理者によって占用許可基準は異なることがあります。 
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申請先 
○道路を使用する場所を管轄する警察署 
• １号許可  道路において工事若しくは作業をしようとする行為  

• ２号許可  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為  

• ３号許可  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為  

• ４号許可  

1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。  

2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。  

3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進（学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭に

よる場合を除く。）をすること。  

4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。  

5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。  

6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。  

7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。 

8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること 
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申請先 
○道路管理者 
・国道（一般国道で政令指定された区間）・・・近畿地方整備局大阪国道事務所の出張所 

・国道（その他の一般国道で政令指定されていない区間）及び都道府県道・・・所管の土木事務所 

・国道（その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間）、都道府県道（大阪市、堺市の区域） 及び政令市の市道・・・・所管政令市の道路管

理部署 

・市町村道・・・所管市町村の道路管理部署 

 

◇「道路の占用」とは、道路上や上空に、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをといいます。 

（例） ・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等   

 

◇許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。 

○占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。 

 ○占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。 

※ 道路管理者によって占用許可基準は異なることがあります。 
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